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景観計画の策定に係る条文対応表

種類 目的 条項 条文内容 適用 備考

8-1 景観計画を定めることができる区域の条件 ○ 1号，2号，5号該当

8-2-1 景観計画の区域 ○ 市域全域

8-2-2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 ○ 第3章に記載

8-2-3 景観重要建造物及び樹木の指定の方針 ○ 第5章に記載

8-2-4-イ 屋外広告物の設置に関する行為の制限に関する事項 ○ 第3章に記載（詳細は別途条例で規定）

8-2-4-ロ 景観重要公共施設の整備に関する事項 ○ 第6章に記載（芦屋川を指定）

8-2-4-ハ 景観重要公共施設における占用許可の基準 ×

8-2-4-ニ 景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的事項 該当なし 農業振興地域の指定なし

8-2-4-ホ 自然公園法に基づく特別地域等における許可の基準 ×

8-3 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針 ○ 第2章に記載

8-4-1 景観計画区域内において届出を要する行為 ×

8-4-2-イ 建築物又は工作物の形態又は色彩その他の意匠の制限 ○ 第3章に記載

8-4-2-ロ 建築物又は工作物の高さの最高限度又は最低限度 △ 芦屋川特別景観地区と同じとして表記

8-4-2-ハ 壁面の位置の制限又は建築物の敷地面積の最低限度 △ 芦屋川特別景観地区と同じとして表記

8-4-2-ニ その他良好な景観の形成のための制限 ○ 第3章に記載

8-5 国土形成計画及び近畿圏整備計画との適合性 ○

8-6 環境基本計画との適合性 ○

8-7 阪神間都市計画区域マスタープランとの適合性 ○

8-8 芦屋市都市計画マスタープランとの適合性 ○

8-9 公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画との適合性 該当なし 芦屋川における河川整備計画なし

8-10 農業振興地域整備計画との適合性 該当なし 農業振興地域の指定なし

8-11 自然公園法に規定する公園計画との適合性 該当なし 自然公園法の許可基準なし

9-1 公聴会の開催等住民の意見を反映させるための措置 ● 9～10月頃パブリックコメント実施予定

9-2 都市計画審議会へ意見を聴く ● 11月末頃予定

9-3 都道府県が定める場合市町村へ意見を聴く 該当なし

9-4 景観重要公共施設管理者の協議及び同意 ● 11～12月頃予定（下協議済）

9-5 国立公園等管理者の協議及び同意 該当なし 自然公園法の許可基準なし

9-6 決定時における告示及び縦覧 ● 1月頃予定
内容に
係る事項

7-3-1 景観形成基本計画との適合性 ○

手続きに
係る事項

7-3-2 都市景観審議会へ意見を聴く ● 11月頃予定

内容に
係る事項

手続きに
係る事項

景
観
法

都市
景観
条例

-
3
1
-
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○景観法（抜粋） 

 

（景観計画） 

第八条 景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域

及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに

該当する土地（水面を含む。以下この項、第十一条及び第十四条第二項において同

じ。）の区域について、良好な景観の形成に関する計画（以下「景観計画」という。）

を定めることができる。 

一 現にある良好な景観を保全する必要があると認められる土地の区域 

二 地域の自然、歴史、文化等からみて、地域の特性にふさわしい良好な景観を形

成する必要があると認められる土地の区域 

三 地域間の交流の拠点となる土地の区域であって、当該交流の促進に資する良好

な景観を形成する必要があると認められるもの 

四 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行わ

れ、又は行われた土地の区域であって、新たに良好な景観を創出する必要がある

と認められるもの 

五 地域の土地利用の動向等からみて、不良な景観が形成されるおそれがあると認

められる土地の区域 

２ 景観計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 景観計画の区域（以下「景観計画区域」という。） 

二 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 

三 第十九条第一項の景観重要建造物又は第二十八条第一項の景観重要樹木の指

定の方針（当該景観計画区域内にこれらの指定の対象となる建造物又は樹木があ

る場合に限る。） 

四 次に掲げる事項のうち、良好な景観の形成のために必要なもの 

イ 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制

限に関する事項 

ロ 当該景観計画区域内の道路法（昭和二十七年法律第百八十号）による道路、

河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）による河川、都市公園法（昭和三十
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一年法律第七十九号）による都市公園、津波防災地域づくりに関する法律（平

成二十三年法律第百二十三号）による津波防護施設、海岸保全区域等（海岸法

（昭和三十一年法律第百一号）第二条第三項に規定する海岸保全区域等をいう。

以下同じ。）に係る海岸、港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）による港

湾、漁港漁場整備法（昭和二十五年法律第百三十七号）による漁港、自然公園

法による公園事業（国又は同法第十条第二項に規定する公共団体が執行するも

のに限る。）に係る施設その他政令で定める公共施設（以下「特定公共施設」

と総称する。）であって、良好な景観の形成に重要なもの（以下「景観重要公

共施設」という。）の整備に関する事項 

ハ 景観重要公共施設に関する次に掲げる基準であって、良好な景観の形成に必

要なもの 

(1) 道路法第三十二条第一項又は第三項の許可の基準 

(2) 河川法第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項又は第二十七条第一

項（これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。）の許

可の基準 

(3) 都市公園法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可の基準 

(4) 津波防災地域づくりに関する法律第二十二条第一項又は第二十三条第一

項の許可の基準 

(5) 海岸法第七条第一項、第八条第一項、第三十七条の四又は第三十七条の

五の許可の基準 

(6) 港湾法第三十七条第一項の許可の基準 

(7) 漁港漁場整備法第三十九条第一項の許可の基準 

ニ 第五十五条第一項の景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事

項 

ホ 自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可

（政令で定める行為に係るものに限る。）の基準であって、良好な景観の形成

に必要なもの（当該景観計画区域に国立公園又は国定公園の区域が含まれる場

合に限る。） 

３ 前項各号に掲げるもののほか、景観計画においては、景観計画区域における良好
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な景観の形成に関する方針を定めるよう努めるものとする。 

４ 第二項第二号の行為の制限に関する事項には、政令で定める基準に従い、次に掲

げるものを定めなければならない。 

一 第十六条第一項第四号の条例で同項の届出を要する行為を定める必要がある

ときは、当該条例で定めるべき行為 

二 次に掲げる制限であって、第十六条第三項若しくは第六項又は第十七条第一項

の規定による規制又は措置の基準として必要なもの 

イ 建築物又は工作物（建築物を除く。以下同じ。）の形態又は色彩その他の意

匠（以下「形態意匠」という。）の制限 

ロ 建築物又は工作物の高さの最高限度又は最低限度 

ハ 壁面の位置の制限又は建築物の敷地面積の最低限度 

ニ その他第十六条第一項の届出を要する行為ごとの良好な景観の形成のため

の制限 

５ 景観計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備

計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する

法律に基づく計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画と

の調和が保たれるものでなければならない。 

６ 景観計画は、環境基本法（平成五年法律第九十一号）第十五条第一項に規定する

環境基本計画（当該景観計画区域について公害防止計画が定められているときは、

当該公害防止計画を含む。）との調和が保たれるものでなければならない。 

７ 都市計画区域について定める景観計画は、都市計画法第六条の二第一項の都市計

画区域の整備、開発及び保全の方針に適合するものでなければならない。 

８ 市町村である景観行政団体が定める景観計画は、議会の議決を経て定められた当

該市町村の建設に関する基本構想に即するとともに、都市計画区域又は準都市計画

区域について定めるものにあっては、都市計画法第十八条の二第一項の市町村の都

市計画に関する基本的な方針に適合するものでなければならない。 

９ 景観計画に定める第二項第四号ロ及びハに掲げる事項は、景観重要公共施設の種

類に応じて、政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画に適合す

るものでなければならない。 
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１０ 第二項第四号ニに掲げる事項を定める景観計画は、同項第一号及び第四号ニに

掲げる事項並びに第三項に規定する事項については、農業振興地域の整備に関する

法律（昭和四十四年法律第五十八号）第四条第一項の農業振興地域整備基本方針に

適合するとともに、市町村である景観行政団体が定めるものにあっては、農業振興

地域整備計画（同法第八条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画を

いう。以下同じ。）に適合するものでなければならない。 

１１ 景観計画に定める第二項第四号ホに掲げる事項は、自然公園法第二条第五号に

規定する公園計画に適合するものでなければならない。 

（策定の手続） 

第九条 景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の

開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

２ 景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、都市計画区域又は準都市計

画区域に係る部分について、あらかじめ、都道府県都市計画審議会（市町村である

景観行政団体に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画

審議会）の意見を聴かなければならない。 

３ 都道府県である景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、

関係市町村の意見を聴かなければならない。 

４ 景観行政団体は、景観計画に前条第二項第四号ロ又はハに掲げる事項を定めよう

とするときは、あらかじめ、当該事項について、国土交通省令・農林水産省令・環

境省令で定めるところにより、当該景観重要公共施設の管理者（景観行政団体であ

るものを除く。）に協議し、その同意を得なければならない。 

５ 景観行政団体は、景観計画に前条第二項第四号ホに掲げる事項を定めようとする

ときは、あらかじめ、当該事項について、国立公園等管理者（国立公園にあっては

環境大臣、国定公園にあっては都道府県知事をいう。以下同じ。）に協議し、その

同意を得なければならない。 

６ 景観行政団体は、景観計画を定めたときは、その旨を告示し、国土交通省令・農

林水産省令・環境省令で定めるところにより、これを当該景観行政団体の事務所に

おいて公衆の縦覧に供しなければならない。 

７ 前各項の規定は、景観行政団体が、景観計画を定める手続に関する事項（前各項
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の規定に反しないものに限る。）について、条例で必要な規定を定めることを妨げ

るものではない。 

８ 前各項の規定は、景観計画の変更について準用する。 

 

 

○都市景観条例（抜粋） 

 

（景観計画） 

第７条の３ 市は，景観形成基本計画に即して，法第８条第１項に規定する景観計画

（以下「景観計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市長は，景観計画を定め，又は変更しようとするときは，あらかじめ，審議会の

意見を聴かなければならない。 
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平成２７年４月 

芦屋市都市計画課 

 

 

 

芦屋市景観計画
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芦屋市景観計画 目次 

 

 

第１章 美しい芦屋を守る・つくるためには ～景観計画の目的～・・・・１ 

 

１．景観とは 

２．芦屋市の景観について 

３．芦屋市景観計画の位置付け 

４．景観計画区域 

 

 

第２章 美しい芦屋を守る・つくるための考え方 

～良好な景観の形成に関する方針～・・・・・・・・・・・・・４ 

 

１．地域別景観特性 

（１）市街化調整区域住宅地区 

（２）山麓住宅地区 

（３）芦屋川沿岸地区 

（４）宮川沿岸地区 

（５）低層住宅地区 

（６）中高層住宅地区 

（７）幹線沿道地区 

（８）住商共存地区 

（９）芦屋浜地区 

（１０）南芦屋浜地区 

２．景観への配慮方針 

 

 

第３章 美しい芦屋を守る・つくるための基準 

 ～良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項～・・・１６ 

 

１．建築物の形態又は色彩その他意匠の制限 

２．屋外広告物の表示の制限 
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１．景観重要建造物 

（１） 指定の方針 

（２） 保全及び活用の方法 

２．景観重要樹木 

（１） 指定の方針 

（２） 保全及び活用の方法 

 

 

第６章 美しい芦屋を守る・つくるために必要な公共施設 
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第１章 美しい芦屋を守る・つくるためには ～景観計画の目的～ 

 

１．景観とは 

「景観」という言葉には，主に「けしき」や「ながめ」といった意味を含んでいます。

一本の木を「けしき」と表現するようなことはありません。一本の木が立っている背景

が緑豊かな山麓なのか，住宅地の街角なのか，それぞれが与える印象は全く異なります。

景観とは，山がそびえ，川が流れ，木が茂り，人家が建っているといった複数の要素の

組み合わせによって構成されています。建築物は一つの景観要素でありますが，単体で

どれだけ良いデザインにしたとしても，他の景観要素との調和や構成に配慮しなければ，

良好な景観を作り出すことはできません。 

  また「ながめ」という言葉にあらわされているように，景観とは，視点となる人が「な

がめる」ことで初めて成立します。良好な景観を形成するためには，視点と視対象との

関係性に気を配り，衆目性や視認性といったものに注意する必要があります。建築物や

工作物といった景観要素を新たに配置する際には，常にどう見られているかを意識し，

視線の集まりやすい場所や，目線の高さに存在するものについては，より一層慎重に計

画しなければなりません。 

  美しい景観の形成には，大変な努力と時間を必要としますが，現在の良好な景観を壊

す又は掻き乱すことは至極簡単です。既存の景観に対して全く異質な景観要素を配置す

れば，それだけで景観は乱れてしまいます。異質な景観要素を排除しない限り回復は難

しくなりますが，その間にどんどん異質なものが紛れ込み，結果として良好な景観が台

無しになってしまうケースもあります。建築物や工作物など，新たな景観要素を設ける

際には特に配慮しなければなりません。 

 

２．芦屋の景観について 

本市は，大阪と神戸という二大都市圏のどちらにもアクセスしやすい優れた交通条件

を背景に，明治時代より住宅地として発展してきました。阪神電鉄の芦屋駅や打出駅を

拠点に都市化が進められ，他の地域も戦後の区画整理事業などにより順調に宅地化し，

現在は市域のほとんどが住宅地となっています。 

さらに，北に六甲山，南に大阪湾といった景観資源を持ち，芦屋川沿いの桜並木や，

浜の松林など，都市部においても一部自然が残存しています。市域の北半分は市街化調

整区域及び瀬戸内海国立公園特別地域に指定されており，豊かな自然がそのまま残って

います。特に，南から芦屋川を介しての六甲山への眺望は，本市を代表する景観となっ

ています。 

本市では，これら二つの異なる景観要素を有機的に融合させ，落ち着いた住宅地景観

の創出に尽力してきました。本市の景観形成においては，これまでの美しい景観を守り，

これからの美しい芦屋の景観をつくることが主な目標となっています。 
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３．芦屋市景観計画の位置付け 

この計画は，景観法に基づく法定計画で，景観法を効果的に活用するためにも必要不

可欠なものです。本市では，平成８年より「芦屋市景観形成基本計画」を策定し，景観

形成における基本理念と施策方針を示してきましたが，当該計画はそれを補完し，具体

的な方策を示すものとして位置付けられます。 

計画の策定においては，他のまちづくりに関連する法令や条例，他の行政計画との連

携や整合を図り，計画の実施においては，行政だけでなく，市民や事業者等も主体的な

立場で取り組むことにより，魅力的な都市景観の形成を目指します。 

 

４．景観計画区域 

  本市では，平成８年より芦屋市都市景観条例を策定し，良好な景観の形成に努めてき

ました。また平成２１年４月からは，市域全域を景観法に基づく景観地区に定め，認定

制度の活用により，周辺の景観に調和した建築物及び工作物の誘導を行っています。こ

れらの施策を引き続き継承しつつ，今後も本市全体の景観の保全と向上を図る必要があ

ることから，市域全域を景観計画区域として指定します。 

  その中でも，芦屋川，宮川，山手幹線などの主要な景観軸に沿った視認性の高い地域

と，現在開発中である南芦屋浜地域について，積極的及び優先的に景観形成を図るべき

地域として位置付け，景観計画重点区域に指定します。 

景観計画重点区域 

名称 主な景観要素 指定の範囲 

芦屋川沿岸区域 芦屋川 景観法に基づく景観地区である 

芦屋川特別景観地区と同様の範囲 

宮川沿岸区域 宮川 宮川及び宮川けやき通りの両端２０ｍの範囲

（国道２号以北に限る） 

山手幹線沿道区域 山手幹線 山手幹線の両端２０ｍの範囲 

南芦屋浜区域 大阪湾 陽光町，海洋町，南浜町，涼風町 

景観形成基本計画 

景 観 計 画 

事業者 行 政 市 民

住みよい 

まちづくり条例 
緑の 

基本計画 

屋外広告物 

条例 
地区計画 
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第２章 美しい芦屋を守る・つくるための考え方 

 ～良好な景観の形成に関する方針～ 

 

１．地域別景観特性 

景観とは，優れたデザインのものをたくさん集めれば良くなるという単純なものでは

なく，複数の要素によって構成されており，またその組み合わせも無限にあります。こ

のため，ある敷地において新しい建築物や工作物を計画する際には，周辺の景観要素や

地域特性を十分読み解くことができなければ，景観に調和したものをつくることは難し

くなります。 

市内においても，低層住宅によって構成される街並みと中高層の共同住宅が並ぶ通り

景観は大きく違いますし，斜面地と平坦地，駅前と河川沿岸など，地区の特性によって，

残すべき景観資源や配慮すべき事項は全く異なります。 

芦屋市景観形成基本計画では，下記に示すように本市の景観要素を類型別に区分して

います。 

１）自然景観計画（山の景観，海の景観，眺望景観） 

２）市街地景観計画（山麓市街地景観，中央市街地景観，新市街地景観，海浜市街地

景観） 

３）景観軸形成計画（河川軸景観，道路軸景観，軌道軸景観，水や緑のネットワーク） 

４）景観点形成計画（眺望型景観点，環境型景観点） 

本計画ではこれらの類型別計画に，地区の特性，景観資源，土地利用の方向性などの

景観要素を加えて分析し，下記のとおり計１０地区に再区分しました。 

（１）市街化調整区域住宅地区 

（２）山麓住宅地区 

（３）芦屋川沿岸地区 

（４）宮川沿岸地区 

（５）低層住宅地区 

（６）中高層住宅地区 

（７）幹線沿道地区 

（８）住商共存地区 

（９）芦屋浜地区 

（１０）南芦屋浜地区 

 

以上１０地区が，本市における地域別の景観特性とな

ります。 
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（１）市街化調整区域住宅地区              ＜山の景観－六甲山景観＞ 

１）位置及び区域 

奥池町，奥池南町の住宅地区 

２）良好な景観形成のための方針 

① 景観形成上留意すべき地区の特性 

・ 昭和３９年から開発が始まり，

低層住宅のほか，企業の保養所

や別荘等の建築により，緑豊か

な住宅地として発展してきた。 

・ 市街化調整区域内であり，既存

住宅地以外における大規模開発は原則不可となっている。 

・ 地区計画が定められており，建築物の形態意匠の制限についても，厳しい内容

が設けられている。 

・ 瀬戸内海国立公園特別地域，風致地区，近郊緑地保全区域に指定されており，

積極的に緑地の保全が図られている。 

・ 自治会活動も活発であり，住民のまちづくりに対する関心も高い。 

② 特に留意すべき景観資源 

・ 豊かな緑に埋もれた住宅地景観 

・ 庭木や生垣など潤いのある外構 

・ 勾配屋根によるスカイラインの統一 

・ 大規模敷地における余裕を持った配置計画 

・ 幅員の広い道路による整然とした街区形成 

・ 奥池，貯水池などの水際景観 

③ 土地利用の方向性 

・ 成熟した良好な住宅地及び緑豊かな美しい住宅地としての景観を保全する。 

・ 自然公園法や地区整備計画に基づき，緑地の保全を推進し，宅地の細分化を防

止する。 

・ 土地利用は低層住宅及び保養所を原則とし，優れた自然環境の保全を図る。 

３）景観形成基準 

・ 自然公園法，地区計画又は風致地区における規制など，様々な規制内容を認識し，

歴史的背景も踏まえ，周辺の景観特性をよく把握する。 

・ 建築計画の際には，既存樹木の保全を図り，緑のなかに建築物が見え隠れするよう

な住宅地景観の形成に繋がるようなものとする。 

・ 外構計画については，道路側への圧迫感を増大させるものは避け，生垣等により通

りにおける緑の連続性を保つ。 
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（２）山麓住宅地区                    ＜丘－山麓市街地景観＞ 

１）位置及び区域 

阪急神戸線以北の低層住宅地 

２）良好な景観形成のための方針 

① 景観形成上留意すべき土地の特性 

・ 土地区画整理事業等によって開発さ

れた古くからの住宅地である。 

・ 戦災や震災による被害も比較的小さ

く，昔ながらの邸宅が多く残っている。 

・ 地区のほとんどが風致地区又は緑の保全地区に指定されており，緑豊かな住宅

地景観となっている。 

・ 地区全体における高低差が大きく，石垣や擁壁が数多く存在する。 

・ 阪神以南の市街地から六甲山を望んだ際のアイストップとなる。 

・ 近年は景気動向により邸宅地や社宅跡地における宅地開発の事例も多いが，ま

ちづくり条例等により，極端なミニ開発は防止できている。 

② 特に留意すべき景観資源 

・ 背景となる六甲山の山並み 

・ 緑豊かな外構 

・ 石積み擁壁と生垣の組み合わせ 

・ 和風又は洋風の歴史的建築 

・ 邸宅 

・ 寺社，遺跡，古木，巨木 

③ 土地利用の方向性 

・ 成熟した低層住宅地としての景

観を保全する。 

・ 官民協働により，既存緑地の保全と新しい緑の確保を進める。 

・ 低層住宅を基本とし，落ち着いた住宅地景観の形成を目指す。 

３）景観形成基準 

・ 六甲山に建物が溶け込んだような景観を目指し，背面となる緑と一体となった外観

とする。 

・ できる限り擁壁の高さを抑え，道路際への圧迫感の増大を防止すること。また，擁

壁の仕上げは自然石又はこれに類するものとし，生垣等による前面及び上部緑化，

又は法面緑化との組み合わせによる修景を図る。 

・ 外構計画においては，圧迫感のあるブロック塀などを避け，開放性のあるフェンス

や，板塀，竹垣など自然素材を多用したものとし，通りの景観に潤いを与えるよう

に心がける。 
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（３）芦屋川沿岸地区                       ＜河川軸景観＞ 

１）位置及び区域 

芦屋川に面した沿岸地区 

２）良好な景観形成のための方針 

① 景観形成上留意すべき土地の特性 

・ 明治３８年の阪神電車開通を皮

切りに，阪神芦屋駅付近の扇状

地を中心に，大阪・神戸の実業

家の邸宅が建ちはじめ，その後

芦屋川沿岸地一帯が住宅地として発展していった。 

・ 地区のほとんどが風致地区に指定されており，緑豊かな住宅地を形成している。 

・ 芦屋川特別景観地区に指定されており，芦屋川からの眺望に特に配慮すべき地

区として，建築物の配置や規模，形態意匠などが厳しく制限されている。 

・ 敷地規模は比較的大きく，邸宅が多くみられるが，国道４３号以南では，現行

法では既存不適格となる規模の共同住宅なども存在する。 

・ 周辺の土地よりも地盤が高くなっており，遮るものがほとんどないため，非常

に目立つ場所であり，景観への影響が大きいことを強く認識する必要がある。 

② 特に留意すべき景観資源 

・ 護岸の石積み 

・ 沿岸の松及び桜並木 

・ 各橋から六甲山又は芦屋浜への眺望 

・ 塀や擁壁と緑が一体となった通り景観 

・ 歴史ある洋風建築 

③ 土地利用の方向性 

・ 眺望景観の保全・育成を図り，芦屋川からの眺めに特に配慮する。 

・ 一定の敷地を確保し，余裕のある配置計画とすることで，公共空間における圧

迫感の増大を防ぐ。 

・ 六甲山，松・桜並木，生垣等，各地点における緑の連続性を確保する。 

・ 沿岸の店舗については，芦屋川の景観と調和した落ち着いた店構えとする。 

３）景観形成基準 

・ 芦屋川特有の景観である河岸の松と桜並木，石積擁壁と生垣の組み合わせを重視し，

それらと一体となった建築物となるよう計画する。 

・ 六甲山又は大阪湾を背景とした芦屋川の見え方を意識し，眺望を大きく阻害するよ

うなものを築造しないよう配慮する。 

・ 生垣や樹木は，特に芦屋川に面した道路側に配置することとし，通り景観に潤いを

もたらすよう工夫する。 
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（４）宮川沿岸地区                        ＜河川軸景観＞ 

１）位置及び区域 

宮川に面した沿岸地区 

２）良好な景観形成のための方針 

① 景観形成上留意すべき土地の特性 

・ 宮川は，本市のほぼ中央を縦

断しており，芦屋川と同じく

昔から市民に愛されている河

川である。 

・ 宮川沿いの道路には街路樹が

多く植えられ，「水と緑のネッ

トワーク」となる潤いのある歩行者空間を形成している。 

・ 建物用途はそのほとんどが戸建住宅であるが，共同住宅や店舗も幾つかみられ

る。 

・ 国道２号以北，特に親王塚町の辺りにおいては，宮川から橋を渡って出入りす

るような形態となっており，宮川と橋，街路樹，建築物が一体となり，地区特

有の景観を生み出している。 

② 特に留意すべき景観資源 

・ 宮川沿いの道路と歩道 

・ 街路樹 

・ 個々の敷地専用の小規模な橋 

③ 土地利用の方向性 

・ 住宅地としての景観を維持保全し

つつ，河川と一体となった見え方に

も配慮する。 

・ 店舗等についても，河川と街路樹によって構成される既存景観を阻害しないよ

うな店構えとする。 

３）景観形成基準 

・ 宮川と沿道，街路樹，建築物が一体となった景観の維持保全を図る。 

・ 川沿いにはオープンスペースを設け，開放性を確保するよう努める。 

・ 街路樹の整備を適正に行うほか，緑の連続性を確保するため，道沿い及び川沿いに

積極的に植栽を配置する。 

・ 歩行者空間としての環境をさらに向上させ，アイレベルでの良好な景観の創出に努

める。 
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（５）低層住宅地区                    ＜街－中央市街地景観＞ 

１）位置及び区域 

平田町，松浜町，浜芦屋町など 

２）良好な景観形成のための方針 

① 景観形成上留意すべき土地の特性 

・ 明治から大正にかけて宅地化が進ん

だ市内でも歴史の古い地区である。 

・ 地区の地盤は全体的に平坦に近く，

芦屋川沿岸地区を除き，高低差や擁

壁等はほとんどない。 

・ 建物用途は戸建住宅又は低層の共同住宅がほとんどであり，閑静な住宅地とな

っている。 

・ 風致地区又は緑の保全地区に指定されており，潤いのある通り景観となってい

る場所が多い。 

② 特に留意すべき景観資源 

・ 芦屋公園 

・ 松並木 

・ 邸宅 

・ 昔を偲ばせる路地景観 

③ 土地利用の方向性 

・ 低層戸建住宅やゆとりある

共同住宅を基調とした，閑

静な住宅地を形成する。 

・ 芦屋公園内の緑，道路上の松並木を維持保全し，緑豊かな景観を創出する。 

３）景観形成基準 

・ 建築物は道路からできる限りセットバックし，余剰空間に緑を配置することによ

り，潤いのある通り景観の形成に努める。 

・ 芦屋川や芦屋公園，松並木等の緑と調和した建築計画とし，敷地内にも積極的に

植栽を設けることにより，緑の連続性を確保する。 

・ 共同住宅等を計画する際には，ゆとりのある計画とし，周辺の景観に調和した建

築スケールとする。 

・ 外構は開放性を有したものとし，塀や垣も自然素材を選定することにより，閉鎖

的で無機質な空間となることを避ける。 
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（６）中高層住宅地区                   ＜街－中央市街地景観＞ 

１）位置及び区域 

西芦屋町，翠ケ丘町，西蔵町など 

２）良好な景観形成のための方針 

① 景観形成上留意すべき土地の特性 

・ 戸建住宅と共同住宅が混在している。

地域によっては中層の共同住宅が密集

している場合もあるが，ほとんどは目

立った境界もなく，入り混じっている。 

・ 基本的には住宅地であるが，一部診療所や物販店など，周辺住民が主な利用者

となる施設がある。地域によっては，学校や集会所など公共施設が立地してい

る場合もある。 

・ 高低差はそれほど大きくはないが，共同住宅等規模の大きい敷地においては，

擁壁等が主な景観要素となることがある。 

② 特に留意すべき景観資源 

・ 大規模敷地における石積擁壁や生垣 

・ 邸宅や社寺の既存高木 

・ 共同住宅のオープンスペース 

・ 街路樹 

③ 土地利用の方向性 

・ 中高層の共同住宅と戸建住宅の

融和を図る。 

・ 閑静な住宅地景観を保持しつつ，

地域住民の利便性を高めるよう

な施設を設ける。 

・ 沿道を中心に敷地内の緑化に努めるほか，街路樹や公園整備など，公益施設に

おいても緑を積極的に配置し，地区全体における景観の向上を図る。 

３）景観形成基準 

・ 地域の景観特性に違いがあることが多いため，周辺の景観要素をしっかりと見定

め，既存の街並みと調和した計画とする。 

・ ゆとりあるオープンスペースを確保し，眺望点からの圧迫感を軽減しつつ，魅力

的な住宅地景観を創出する。 

・ 駐車場，駐輪場，ごみ置場，屋上設備等，共同住宅特有の施設については，道路

等の公共空間から見えないよう工夫し，植栽や樹木などによる修景を心掛ける。 

・ 規模の大きい建築物は，周辺に及ぼす影響も大きいことを認識し，地域の景観を

向上させるような計画とする。 

-49-



 
11 

 

（７）幹線沿道地区                        ＜道路軸景観＞ 

１）位置及び区域 

国道２号又は国道４３号沿道地区 

２）良好な景観形成のための方針 

① 景観形成上留意すべき土地の特性 

・ 国道２号及び国道４３号については，

本市を横断する主要幹線道路であり，

大阪と神戸という二大都市を結んで

いるため，交通量も非常に多い。 

・ 大阪－神戸間の通過地点ではあるが，

沿道型の商業施設は多く，市内でも特に大型の広告物が目立つ地域でもある。 

・ 店舗だけではなく，その立地特性を活かした高層の共同住宅も多く建っている。 

② 特に留意すべき景観資源 

・ 街路樹 

・ 広い歩道 

・ 交差点や街角 

・ 空への眺望 

③ 土地利用の方向性 

・ 既存景観の維持だけでな

く，積極的に周辺一帯にお

ける景観の向上を図る。 

・ 大阪－神戸の中間地点と

して，本市特有の景観を演

出できるよう努める。 

３）景観形成基準 

・ 大規模店舗や共同住宅など，さまざまな用途の建築物を調和させるため，壁面や

屋根の色は落ち着いたものとし，色彩や素材による景観の統一を図る。 

・ 交差点や街角は特に衆目性が高いため，オープンスペースやシンボルツリーを設

けるなど，景観の向上に資するような計画とする。 

・ 広告物は，最小で最大の効果が得られるよう工夫し，単に大きく派手なものを設

置することは避ける。 

・ 街路樹の整備や沿道の緑化など，通りの潤いを演出できるよう努める。 

・ 駅前等の歩行者が多い空間においては，アイレベルからの見え方に配慮した外観

とする。 
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（８）住商共存地区                    ＜街－中央市街地景観＞ 

１）位置及び区域 

大原町，業平町，打出町など 

２）良好な景観形成のための方針 

① 景観形成上留意すべき土地の特性 

・ 駅前などの拠点を中心に，物

販店や飲食店，サービス業用

店舗が立ち並んでいるが，少

し離れると中高層の共同住宅

や戸建住宅が立地している。

地域によっては，住宅地とし

ての街並みを背景とし，店舗が混在しているような場所もある。 

・ 近年は，商業地域や近隣商業地域においても，容積率を活かした中高層の共同

住宅が計画されることが多く，大規模店舗の出店等はほとんどない。 

② 特に留意すべき景観資源 

・ 通りの潤いを演出しつつ落ち着いた店構えを有する店舗 

・ 背景となる住宅地と調和する商店街 

・ デッキスペースや空中歩廊など 

・ 緻密にデザインされたサイン計画 

・ 商店の立ち並びによる賑わい 

③ 土地利用の方向性 

・ 大規模店舗を立地誘導するのではな

く，周辺住民の利便性をさらに高める

施設を計画し，「住」と「商」が共存

又は交差する地域とする。 

・ 駐車場や駐輪場を計画的に配置し，違法駐車又は駐輪による周辺景観の阻害を

防止する。 

３）景観形成基準 

・ 商業及び交通拠点に隣接しているため，衆目性が非常に高い環境であることを認

識し，本市の「顔」にふさわしい景観を形成する。 

・ プランターや壁面緑化などの方法により，できる限り沿道に緑を設け，潤いと賑

わいを並列して演出できるよう努める。 

・ 広告物については特に配慮し，建築物や周辺景観と調和した落ち着きのあるもの

を計画する。 

・ 店舗を計画する際には，歩行者からの視線を意識し，通り景観を向上させるよう

な外観とする。 

-51-



 
13 

 

（９）芦屋浜地区                      ＜街－新市街地景観＞ 

１）位置及び区域 

新浜町，浜風町，高浜町，若葉町，緑町，

潮見町 

２）良好な景観形成のための方針 

① 景観形成上留意すべき土地の特性 

・ 兵庫県が事業主体となって昭和

４４年に着工した埋立地である。 

・ 主に住宅地として開発され，戸

建住宅のほか，高層共同住宅，

公益施設や商業施設など，様々

な用途の建築物が計画的に配置されている。 

・ 一から開発されている地区のため，道路や街区はきれいに整備され，中央公園

や緑道，街路樹など緑も非常に多い地域である。 

② 特に留意すべき景観資源 

・ 中央公園，緑道，街路樹 

・ 宮川，キャナルパーク 

・ 整えられた街並み 

・ ランドマーク的存在である高層住宅 

③ 土地利用の方向性 

・ 現在の街並みの維持保全を図る。 

・ 地区計画や建築協定を利用し，現在の

良好な住環境を保全する。 

・ 住商共存地においては，住環境に大きく影響しない範囲において，地区住民の

利便性の向上を図る。 

３）景観形成基準 

・ 低層住宅地においては，沿道にオープンスペースや緑地を設け，通りの連続性を

確保するとともに，一体となった景観を創出する。 

・ 中高層集合住宅を中心とする地域は，北側の既成市街地からの視認性が高いこと

を認識し，ランドマーク的な存在として，さらなる景観の維持向上を図る。 

・ 住商共存地においては，賑わいを演出するよう低層部外観の見え方を工夫しなが

ら，住環境と調和したものとする。 

・ キャナルパーク付近は，海を身近に感じる貴重な空間として維持保全を図りつつ，

新しい芦屋浜の景観を形成するよう努める。 

・ 公園や緑道など，公共部分における緑量は北側の市街地より多いため，敷地内に

も努めて緑を配置し，地区全体が調和した緑景観の形成を目指す。 
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（１０）南芦屋浜地区                   ＜浜－海浜市街地景観＞ 

１）位置及び区域 

陽光町，海洋町，南浜町，涼風町 

２）良好な景観形成のための方針 

① 景観形成上留意すべき土地の特性 

・ 平成８年に策定された基本計画を軸に開発

がなされ，平成２８年度の完成を目指す現在

進行形のまちである。 

・ 低層住宅や中高層の集合住宅のほか，総合公園や緑地，病院や大規模商業施設

など多様性に富んだ都市景観を形成している。 

・ 地区全体を都市景観条例に基づく景観形成地区に指定し，併せて地区計画も策

定しており，積極的な環境保全を図っている。 

② 特に留意すべき景観資源 

・ 総合運動公園 

・ マリーナ，潮芦屋ビーチ 

・ 親水公園，親水緑地 

・ 大阪湾及び六甲山への眺望 

③ 土地利用の方向性 

・ 地区計画に基づいて地区ごと

に用途制限を行い，計画的な

まちづくりを推進する。 

・ 商業地域においては，レストランやスーパーマーケットなど，周辺住民の利便

性を高めつつ，賑わいのあるまちの創出を図る。 

・ マリーナ周辺の地域においては，係留施設付き住宅やクラブハウスのほか，ホ

テル等地域のランドマークとなりうる施設を配置するなど，大阪湾を背景に活

気のある空間の形成を目指す。 

３）景観形成基準 

・ 大規模建築物については，大阪湾や六甲山など，遠景からの見え方に配慮するほ

か，それらへの眺望を阻害しないよう慎重に計画する。また，夜間時の景観にも

十分配慮し，水面に映る夜景を意識して照明デザイン等を行うこと。 

・ 大阪湾やキャナルパーク，親水公園など，水と緑の組み合わせによって形成され

る景観を意識し，それらと調和する計画を行う。 

・ 全域において電線を地中化するほか，勾配屋根を義務付けるなど，スカイライン

の統一を図る。 

・ すべての敷地において一定量以上の緑化を義務付け，道路や公園の緑と一体とな

った緑景観を創出する。 
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２．景観への配慮方針 

前述した内容を参考に，地域の景観特性をある程度見極められたとしても，やはりす

べての土地を画一的に区分することは難しく，状況によって新たな景観要素や計画の際

に配慮すべき事項が発生することがあります。 

このため，本市では必要に応じて「景観への配慮方針」を敷地単位で作成することと

します。これは，周辺景観への影響が大きい大規模建築物を計画する際に作成し，新規

の建築計画と既存景観との調和性をさらに高めることを目的とします。地域の景観特性

を前提に，敷地の歴史やなりたち，周辺の土地利用，残すべき景観資源などをさらに細

かく分析し，計画の際に配慮すべき事項を明文化することによって，誰の目にもわかり

やすい景観上の配慮方針の作成を目指します。 

大規模建築物を計画する事業主は，作成された配慮方針を十分に把握し，その意図と

目的を建築計画に反映させなければなりません。間違った認識のもと事業性のみを追求

して建てられた建築物によって破壊された景観は，二度と元に戻らない可能性がありま

す。事業主及び設計者は，地域の景観特性と敷地ごとに作成された配慮方針を参考に，

建築計画をより良いものへと昇華させ，周辺景観の維持向上に資する責務があります。 

行政は作成された配慮方針を公表することにより，目指すべき景観について地域住民

と意識の共有を図り，景観とまちづくりへの関心を高め，市民と協働で行う住環境の保

全育成につなげてまいりたいと考えております。また，作成された配慮方針を積み上げ，

地域ごとの分析を進めることにより，景観特性の区分の完成度をさらに高め，効果的で

わかりやすい景観行政の推進を目指します。 

 

地域別 

景観特性 

より丁寧に 

分かりやすく修正 

建築計画 
より良い 

計画へ変更 

地
域
景
観
の
向
上 

配慮方針の積み上げ 

敷地ごとの配慮方針 
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第３章 美しい芦屋を守る・つくるための基準 ～良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項～ 

 

１．建築物の形態又は色彩その他意匠の制限 

景観計画区域全域 

対象とな

る規模 

第一種・第二種低層住居専用地域：高さ８ｍ超えかつ延べ面積５００㎡超え 

その他の地域：高さ１０ｍ超えかつ延べ面積５００㎡超え 

形態意匠

の制限 

芦屋市の都市計画で定める芦屋景観地区における一般基準及び項目別基準を遵守すること。 

緑化率 第一種・第二種低層住居専用地域：３０％ 

第一種・第二種中高層住居専用地域：２０％ 

建築基準法第５３条第３項の規定を適用する建築物の場合，敷地面積から建築面積を減じた面積の２分の１以上とする（敷地面積から建築面積を減じた面積の２分の１の面積の敷地面積に対する割合

が，上記の緑化率を上回る場合は除く）。 

緑化ブロック等による緑化を行う場合は，その面積の２分の１を緑化面積とみなすことができる。 

植栽基準 緑化率の規制により必要とされる緑地面積１０㎡あたり高木（高さ３．５ｍ）２本及び中木（高さ１．５ｍ）１本を竣工までに植えるものとする。なお，幹周１ｍ以上の既存樹木，高さ５ｍ以上の樹

木及び道路境界線に沿って配置する樹木については，上記算定において高木１本を２本とみなすことができる。なお，高さはすべて植栽時のものとする。 

 

  

 

＜計算例＞第一種低層住居専用地域において対象規模の建築物を新築する場合 

 敷地面積：２４×３０＝７２０㎡ 

 必要緑地面積：７２０×３０％＝２１６㎡ 

 必要高木本数：２１６／１０×２本＝４３．２≒４４本 

 必要中木本数：２１６／１０＝２１．６≒２２本 

 

左図の計画では 

敷地内の緑地面積 緑地①＋緑地②＋緑地③＝２３１㎡ 

高さ５ｍ以上の高木   １３本 

高さ３．５ｍ以上の高木 １４本（うち道路境界線より５ｍ以内に配置 ５本） 

よってみなし高木本数：１３×２＋５×２＋（１４－５）＝４５本 

  高さ１．５ｍ以上の中木 生垣３０本 

∴ＯＫ 
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山手幹線沿道区域 

対象とな

る規模 

高さ１０ｍ超えかつ延べ面積５００㎡超え 

形態意匠

の制限 

本市の都市計画で定める芦屋景観地区における一般基準及び項目別基準を遵守すること。 

緑化率 第一種・第二種中高層住居専用地域：２０％ 

建築基準法第５３条第３項の規定を適用する建築物の場合，敷地面積から建築面積を減じた面積の２分の１以上とする（敷地面積から建築面積を減じた面積の２分の１の面積の敷地面積に対する割合

が，上記の緑化率を上回る場合は除く）。 

緑化ブロック等による緑化を行う場合は，その面積の２分の１を緑化面積とみなすことができる。 

植栽基準 緑化率の規制により必要とされる緑地面積１０㎡あたり高木（高さ３．５ｍ）２本及び中木（高さ１．５ｍ）１本を竣工までに植えるものとする。なお，幹周１ｍ以上の既存樹木，高さ５ｍ以上の樹

木及び道路境界線に沿って配置する樹木については，上記算定において高木１本を２本とみなすことができる。なお，高さはすべて植栽時のものとする。 

通り外観

の緑化基

準 

沿道から見た良質の緑を確保するため，以下の基準を満たすこととする。 

 Ｌ≧Ａ×１／２（商業・近隣商業地域は１／４） 

 Ｌ：植栽の状況に応じて右表に定める緑化換算距離の計 

Ａ：山手幹線に面する敷地境界線（山手幹線沿いの道路，通路及び緑

地等又は山手幹線に接する敷地境界線。以下同じ。）の延長 

緑化の対象は，山手幹線に面する敷地境界線から樹木の幹が５ｍ以内の

距離にあるものとする。ただし，５ｍを超える高木については，道路境界

線から１０ｍ以内まで算入できるものとする。 

塀，柵等の後ろに中・高木がある場合は，塀等を超えて１ｍ以上可視で

きるもののみ対象とする。 

 

植栽の種別 高さ（植栽時） 緑化換算距離 

中・高木 １．５ｍ以上２ｍ未満 ０．５ｍ／本 

２ｍ以上３ｍ未満 １ｍ／本 

３ｍ以上５ｍ未満 ２ｍ／本 

５ｍ以上 ４ｍ／本 

生垣等の 

密植植栽 

９０ｃｍ以上２ｍ未満 １／２×Ｂ 

２ｍ以上 ２／３×Ｂ 

   Ｂ：植栽の山手幹線に面する敷地境界線への水平投影距離 

商業・近隣商業地域に限り下表により計算した数値をＬ

に加えることができる。 

緑化方法 条件 加算値 

壁面緑化 高さ３ｍ以上になる宿根類

のツタ類等 

１／３×Ｂ 

屋上緑化 屋上のパラペットや手すり

より１ｍ以上突出し，山手

幹線より視認できるもの 

左表により

計算したＬ

の１／２ 

※１年草のゴーヤ・朝顔等は対象としない。 

   

1/2Ａ＝7.5ｍ 
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宮川沿岸区域 

対象とな

る規模 

第一種・第二種低層住居専用地域：高さ８ｍ超えかつ延べ面積５００㎡超え 

その他の地域：高さ１０ｍ超えかつ延べ面積５００㎡超え 

形態意匠

の制限 

本市の都市計画で定める芦屋景観地区における一般基準及び項目別基準を遵守すること。 

緑化率 第一種・第二種低層住居専用地域：３０％ 

第一種・第二種中高層住居専用地域：２０％ 

建築基準法第５３条第３項の規定を適用する建築物の場合，敷地面積から建築面積を減じた面積の２分の１以上とする（敷地面積から建築面積を減じた面積の２分の１の面積の敷地面積に対する割合

が，上記の緑化率を上回る場合は除く）。 

緑化ブロック等による緑化を行う場合は，その面積の２分の１を緑化面積とみなすことができる。 

植栽基準 緑化率の規制により必要とされる緑地面積１０㎡あたり高木（高さ３．５ｍ）２本及び中木（高さ１．５ｍ）１本を竣工までに植えるものとする。なお，幹周１ｍ以上の既存樹木，高さ５ｍ以上の樹

木及び道路境界線に沿って配置する樹木については，上記算定において高木１本を２本とみなすことができる。なお，高さはすべて植栽時のものとする。 

通り外観

の緑化基

準 

沿道から見た良質の緑を確保するため，以下の基準を満たすこととする。 

 Ｌ≧Ａ×１／２（商業・近隣商業地域は１／４） 

 Ｌ：植栽の状況に応じて右表に定める緑化換算距離の計 

 Ａ：宮川等に面する敷地境界線（宮川けやき通り，宮川沿いの道路，

通路及び緑地等又は宮川に接する敷地境界線。以下同じ。）の延長 

緑化の対象は，宮川等に面する敷地境界線から樹木の幹が５ｍ以内の距

離にあるものとする。ただし，５ｍを超える高木については，道路境界線

から１０ｍ以内まで算入できるものとする。 

塀や柵等の後ろに中・高木がある場合は，塀等を超えて１ｍ以上可視で

きるもののみ対象とする。 

 

植栽の種別 高さ（植栽時） 緑化換算距離 

中・高木 １．５ｍ以上２ｍ未満 ０．５ｍ／本 

２ｍ以上３ｍ未満 １ｍ／本 

３ｍ以上５ｍ未満 ２ｍ／本 

５ｍ以上 ４ｍ／本 

生垣等の 

密植植栽 

９０ｃｍ以上２ｍ未満 １／２×Ｂ 

２ｍ以上 ２／３×Ｂ 

    Ｂ：植栽の宮川に面する敷地境界線への水平投影距離 

商業・近隣商業地域に限り下表により計算した数値をＬ

に加えることができる。 

緑化方法 条件 加算値 

壁面緑化 高さ３ｍ以上になる宿根類

のツタ類等 

１／３×Ｂ 

屋上緑化 屋上のパラペットや手すり

より１ｍ以上突出し，山手

幹線より視認できるもの 

左表により

計算したＬ

の１／２ 

１年草のゴーヤ・朝顔等は対象としない。 

 

南芦屋浜区域 

対象とな

る規模 

第一種・第二種低層住居専用地域：高さ８ｍ超えかつ延べ面積５００㎡超え 

その他の地域：高さ１０ｍ超えかつ延べ面積５００㎡超え 

左記以外のすべての建築物 

形態意匠

の制限 

本市の都市計画で定める芦屋景観地区における一般基準及び項目別基準を遵守すること。 

緑化率 ２０％ 

建築基準法第５３条第３項の規定を適用する建築物の場合，敷地面積から建築面積を減じた面積の２分の１以上とする（敷地面積から建築面積を減じた面積の２分の１の面積の敷地面積に対する割合

が，上記の緑化率を上回る場合は除く）。 

緑化ブロック等による緑化を行う場合は，その面積の２分の１を緑化面積とみなすことができる。 

植栽基準 緑化率の規制により必要とされる緑地面積１０㎡あたり高木（高さ３．５ｍ）２本及び中木（高

さ１．５ｍ）１本を竣工までに植えるものとする。なお，幹周１ｍ以上の既存樹木，高さ５ｍ以上

の樹木及び道路境界線に沿って配置する樹木については，上記算定において高木１本を２本とみな

すことができる。なお，高さはすべて植栽時のものとする。 

緑化率の規制により必要とされる緑地面積１０㎡あたり高木（高さ３．５ｍ）１本及び中木（高さ

１．５ｍ）２本を竣工までに植えるものとする。なお，植栽については道路境界線に沿って配置する

よう努めること。 
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芦屋川沿岸区域 

対象とな

る規模 

第一種・第二種低層住居専用地域：高さ８ｍ超えかつ延べ面積５００㎡超え 

その他の地域：高さ１０ｍ超えかつ延べ面積５００㎡超え 

左記以外のすべての建築物 

形態意匠

の制限 

本市の都市計画で定める芦屋川特別景観地区における一般基準及び項目別基準を遵守すること。 

緑化率 第一種・第二種低層住居専用地域：３０％ 

第一種・第二種中高層住居専用地域：２０％ 

建築基準法第５３条第３項の規定を適用する建築物の場合，敷地面積から建築面積を減じた面積

の２分の１以上とする（敷地面積から建築面積を減じた面積の２分の１の面積の敷地面積に対する

割合が，上記の緑化率を上回る場合は除く）。 

緑化ブロック等による緑化を行う場合は，その面積の２分の１を緑化面積とみなすことができる。 

 

植栽基準 緑化率の規制により必要とされる緑地面積１０㎡あたり高木（高さ３．５ｍ）２本及び中木（高

さ１．５ｍ）１本を竣工までに植えるものとする。なお，幹周１ｍ以上の既存樹木，高さ５ｍ以上

の樹木及び道路境界線に沿って配置する樹木については，上記算定において高木１本を２本とみな

すことができる。なお，高さはすべて植栽時のものとする。 

 

通り外観

の緑化基

準 

沿道から見た良質の緑を確保するため，以下の基準を満たすこととする。 

 Ｌ≧Ａ×２／３（阪急以北のＡ地区は１／２） 

 Ｌ：植栽の状況に応じて右表に定める緑化換算距離の計 

 Ａ：芦屋川に面する敷地境界線（芦屋川沿いの道路，通路及び緑地等又は芦屋川に直接接する敷地境界線。以下同じ。）の延長 

緑化の対象は，芦屋川に面する敷地境界線から樹木の幹が５ｍ以内の距離にあるものとする。ただし，５ｍを超える高木について

は，道路境界線から１０ｍ以内まで算入できるものとする。また，管理用通路や擁壁等で緑化が困難な場合はそれを除いた部分から

５ｍとする。 

塀や柵等の後ろに中・高木がある場合は，塀等を超えて１ｍ以上可視できるもののみ対象とする。 

 

植栽の種別 高さ（植栽時） 緑化換算距離 

中・高木 １．５ｍ以上２ｍ未満 ０．５ｍ／本 

２ｍ以上３ｍ未満 １ｍ／本 

３ｍ以上５ｍ未満 ２ｍ／本 

５ｍ以上 ４ｍ／本 

生垣等の 

密植植栽 

９０ｃｍ以上２ｍ未満 １／２×Ｂ 

２ｍ以上 ２／３×Ｂ 

    Ｂ：植栽の芦屋川に面する敷地境界線への水平投影距離 

ア：敷地の外周に対する緑化基準 

  Ｌ２≧ΣＡ２×１／２ 

 Ｌ２：植栽の状況に応じて別表に定める緑化換算距離の計 

 ΣＡ２：Ａを除くその他の敷地境界線の延長の計 

緑化の対象は，敷地境界線から樹木の幹が５ｍ以内の距離にあるものとする。ただし，５ｍを超える高木については，道路境界線から１０ｍ以内まで算入できるものとする。また，管理用通路や擁壁

等で緑化が困難な場合はそれを除いた部分から５ｍとする。 

塀や柵等の後ろに中・高木がある場合は，塀等を超えて１ｍ以上可視できるもののみ対象とする。 

イ：擁壁の前面に対する緑化基準 

 芦屋川に面して高さ２ｍを超える擁壁を設置する場合，以下の基準を満たすこととする。ただし，周辺の景観になじむ御影石積擁壁や石貼りなどで化粧した擁壁等は除く。 

  ８０≦（Ｌ３×植栽高さ）／Ｓ×１００ 

  Ｌ３：植栽の状況に応じて別表に定める緑化換算距離の計 

  Ｓ：芦屋川に面する擁壁の見付面積 
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 緑化の対象は，擁壁尻から樹木の幹が３ｍ以内の距離にあるものとする。 

ウ：建築物の前面に対する緑化基準 

 敷地面積が３，０００㎡以上の場合，以下の基準を満たすこととする。 

  Ｌ４≧ΣＣ×２／３ 

 Ｌ４：植栽の状況に応じて別表に定める緑化換算距離の計 

 ΣＣ：芦屋川に面する建築物の壁面の辺長の計 

緑化の対象は，建築物の壁面から樹木の幹が１０ｍ以内の距離にあるものとする。 

その他  上記の項目のうち，緑化率，植栽基準及び通り外観の緑化基準については，本市の都市計画で定める芦屋川特別景観地区の計画図に示すＡ地区，Ｂ地区，Ｃ地区及びＦ地区においてのみ適用する。な

お，Ｄ地区及びＥ地区については，景観計画区域全域における緑化率及び緑化基準を適用する。また，通り外観の緑化基準のうちアからウまでの基準については，Ｆ地区において地階を除く階数が３以

上又は高さ１０ｍを超える建築物を計画する敷地のみ適用する。その場合，Ｌ２からＬ４の算定方法はＬの算定に準じる。 
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２．屋外広告物の表示の制限 

 屋外広告物は，情報の発信や活気あふれる都市空間の演出のため必要不可欠であると

ともに，周辺環境へ多大な影響をもたらす景観要素でもあります。無秩序な氾濫を許容

すれば，たちまち景観や風致の悪化につながるため，慎重に検討のうえ設置を計画しな

ければなりません。 

 本市においては，華美なデザインや彩度の高い色彩の使用を制限し，既存の景観へ配

慮したものとすることにより，周辺景観との調和を目指し，質の高い屋外広告物の設置

を誘導します。 

 広告主は，単に目立つ広告物を掲げるのではなく，周辺景観に配慮したものを計画及

び設置することにより，事業主又は企業としての社会責任を果たすことが求められます。

また行政においては，県下一律の基準を運用するのではなく，地域の景観にふさわしい

独自の屋外広告物条例を策定することにより，より細やかな規制及び指導が可能となり

ます。本市では，独自条例の規制内容について，専門家，市民及び広告業者など様々な

立場から検討を重ねます。 

-61-



 
22 

 

第４章 美しい芦屋を守る・つくるための方策 ～専門的知見の確保～ 

 

１．大規模建築物の計画時における第三者機関の活用 

  景観地区内で行う新たな建築計画には，「一般基準」と「項目別基準」が適用されます

が，「項目別基準」は建築物の規模によってそれぞれ内容が異なります。 

  特に，芦屋景観地区における大規模建築物に適用される項目別基準は，高さや面積な

どの数値で定められた「定量基準」ではなく，行政に裁量が求められる「定性基準」が

ほとんどです。芦屋川特別景観地区の「項目別基準」においても「定性基準」が占める

割合は高くなっています。これにより，地区の特性や実情に応じた多様な制限が可能と

なる一方で，情報や認識の不足による恣意的な判断となる危険性も孕んでいます。 

  本市ではこれらの問題を回避するため，複数の専門家によって構成される第三者機関

を設け，計画時及び認定時に申請者と行政それぞれの立場において，その専門的知見を

活用できるようにします。具体的には，計画に対する助言を行う「景観アドバイザー」

と，計画を認定する際に行政が意見を伺う「景観認定審査会」の２種類の機関がありま

す。 

 

２．景観アドバイザー 

  景観アドバイザーは，芦屋市景観条例に位置付けられた専門委員であり，行政は必要

に応じてその意見を聴くことができます。 

  市内において新たに大規模建築物を計画する際には，必ず景観アドバイザーの意見を

聴かなければなりませんが，一般的には複数の景観アドバイザーが集まって意見を述べ

る「景観アドバイザー会議」を開催します。 

さらに，申請者や設計者がその場に参加し，行政及び景観アドバイザーに対して計画

の設計意図を説明することにより，両者間での意識の共有を図り，情報不足による誤っ

た判断をしないよう工夫しています。 

景観アドバイザーは，大規模建築物の計画がより良いものになるよう，専門的な見地

より意見を述べ，具体的な対策を含め助言を行います。 

景観アドバイザー会議は景観法に基づく手続きではないため，それらの意見や助言に

は直接的な強制力はありませんが，景観法に基づく認定を取得するための条件を整理す

る際に，参考とすることが可能です。 

 

３．景観認定審査会 

  景観認定審査会は，行政が景観法に基づく認定に係る審査を行う場合に，必要に応じ

て意見を聴くことができますが，新たに大規模建築物を計画する際には，必ず景観認定

審査会を開催し，その意見を聴かなければなりません。 

  景観認定審査会は，当該計画が景観地区に定める一般基準及び項目別基準に合致して
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いるかどうか，専門的な見地より意見を述べます。行政は，それらの意見を参考に，計

画を認定とするか不認定とするかを決定します。 

 

  

（申請者）          （芦屋市） 

計画 

事前相談 

大規模建築物届 

景観アドバイザー会議 

芦屋市都市景観条例に 

基づく手続き 

配慮方針 

作成・公表 

景観認定申請 認定審査 景
観
認
定
審
査
会 

認定 

不認定 

認定証交付 

景観法に基づく手続き 

工事現場への認定の表示 

着工 

完了等の届出

検査済証交付

完了検査 

計画変更 

計画変更 

景
観
地
区
に
お
け
る
大
規
模
建
築
物
計
画
時
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト 
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４．認定基準 

  これまで何度か述べてきたように，景観地区内において，建築物の建築をしようとす

る場合は，市が定める「一般基準」と「項目別基準」に適合した計画でなければならず，

そのことについて市の認定を受ける必要があります。 

  しかしながら，大規模建築物に適用される基準のほとんどは定性的なものであるため，

具体的にどのように建築計画へ反映させるのか，判断が難しい場合があります。 

  このため，大規模建築物を計画する際には，特に以下の内容を参考に基準を読み解く

必要があります。 

（１） 地域別景観特性 

第２章で述べた地域別の景観特性は，平成２１年７月に市域全域が景観地区に

指定されて以来，大規模建築物の計画があるたびに作成されてきた配慮方針につ

いて，地域の建物用途や地形，景観資源などを指標として改めて整理したもので

あり，本市が目指す景観のビジョンを地域ごとにあらわしたものです。 

大規模建築物を計画する際には，まずは敷地がどの景観特性に該当するかを判

断し，その内容と建築物とが整合しているか十分に吟味する必要があります。 

（２） 景観アドバイザーからの助言 

 景観アドバイザーは，建築計画が地域別景観特性に整合しているかどうか，専

門的な見地より意見や助言を述べます。 

事業主より，図面等が添付された大規模建築物景観協議届出書が提出された後

に，景観アドバイザー会議を開催することとなります。その会議においては，事

業主及び設計者が出席し，提出された図面等を基に協議を進めますので，景観上

どういった点に配慮すべきか，具体的な内容を確認することができます。 

（３） 景観への配慮方針 

 景観アドバイザー会議が開催された後，市はその敷地における景観への配慮方

針を作成します。これは個々の敷地ごとに作成されるため，地域別景観特性を補

完する役割を果たします。 

この内容は，市のホームページ等によって広く公開されるため，周辺にお住ま

いの市民も，建築計画との整合性を確認することができます。 

  上記の３点に示す内容が，そのまま景観地区における建築物の認定基準となるわけで

はありませんが，いずれも認定基準と密接な関係があり，基準の読み解きと建築計画へ

の反映において重要な役割を果たすため，計画の際には特に注意を払い，最大限の配慮

を行わなければなりません。 
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第５章 美しい芦屋を守る・つくるために保存すべき建物と樹木 

～景観重要建造物または景観重要樹木の指定の方針～ 

 歴史的建造物や古木は，その特性から既に景観の一部となっており，景観要素の中でも

特に重要性が高いと言えます。魅力ある都市景観の形成のためにも，積極的に保存を図り，

地域のために活用していく必要があります。 

 

１．景観重要建造物 

（１） 指定の方針 

景観の形成上重要な価値があると認められる建築物や工作物で，次のいずれか

に該当するもののうち，所有者の合意が得られたものを都市景観審議会の意見を

聴いたうえで景観重要建造物として指定します。 

・ 地域のランドマークとして住民に親しまれているもの 

・ 歴史的又は文化的価値のある建築物や工作物 

・ 優れたデザインを持ち市の財産として保存を図ることが適当なもの 

（２） 保全及び活用の方法 

指定を受けた景観重要建造物については，下記のとおり保全を行い，本市を代

表する景観資源として活用し，周辺全体の景観の向上を図ります。 

・ 適正な維持管理を行い建築物又は工作物としての価値を高める 

・ 現状変更等については慎重に行い必要最小限にとどめる 

・ 建造物から視認できる場所において，新規に建築計画等を行う場合，素材

や色彩，広告物の掲示等については十分に配慮する 

 

２．景観重要樹木 

（１） 指定の方針 

景観の形成上重要な価値があると認められる樹木で，次のいずれかに該当する

もののうち，所有者の合意が得られたものを都市景観審議会の意見を聴いたうえ

で景観重要樹木として指定します。 

・ 樹形等が美しく地域住民に親しまれているもの 

・ まちかど等衆目性の高い場所で地域のシンボルとなっているもの 

・ 樹齢が長く地域の景観を語るうえで欠かせないもの 

（２） 保全及び活用の方法 

指定を受けた景観重要樹木については，下記のとおり保全を行い，本市を代表

する景観資源として活用し，周辺全体の景観の向上を図ります。 

・ 適正な維持管理を行い樹齢の延長を図る 

・ 周囲からの視認性の保持又は向上を図り，周辺における建築物や工作物の

配置は慎重に行う 
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第６章 美しい芦屋を守る・つくるために必要な公共施設 

～景観重要公共施設の整備に関する事項～ 

 道路や公園，河川や海岸などの行政が維持管理する公共施設は，規模が相当大きいこと

から，景観に占める割合も周囲に与える影響も必然的に大きくなります。その中でも景観

形成において特に重大な役割を果たす公共移設を，景観重要公共施設として位置付け，積

極的に整備保全を図っていくことは必要不可欠であると言えます。さらに，景観形成を主

導的に行う立場にあり，個々の建築計画等に対し指示指導を行う行政が，まずは先導的役

割を果たさなければなりません。 

 本市においては，市を代表する景観資源である芦屋川を景観重要公共施設として位置付

け，その整備に関する事項として下記のとおり基準を定めます。 

 

１．一般基準 

（１） 芦屋川は，芦屋の都市景観を代表する景観軸であり，今後も親しみある水辺空間や

堤防敷の緑を提供することにより，山と海をつなぐ緑地軸として保全することが重

要であることから，芦屋の地域特性や周辺景観に応じた整備に努める。 

（２） 河川としての必要な機能や安全性を確保しつつ，市民の憩いの場となる親水空間の

創出，緑化，遊歩道の設置など，質の高い河川空間の整備に努めるとともに，適正

な維持管理を行う。 

 

２．項目別基準 

護岸 

（１） 防災上等やむを得ない場合を除き，周辺景観と調和した色彩及び形態

とする。 
（２） 現存する護岸と可能な限り同等若しくは調和した素材，形態とする。 
（３） 周辺の景観と調和した建築スケールとし，通りや周辺との連続性を維

持し，形成するような配置，規模及び形態とする。 

防護柵等 
（１） 防護柵等の安全施設を設ける場合は，華美なデザインを避ける。 
（２） 河川空間や周辺景観と調和したデザイン及び色彩とし連続性及び統一

性の確保に努める。 

緑化 
可能な限り既存の松並木・桜並木を保全し，周辺景観や見通しの良い景観回廊

の保全に努める。 

橋梁 
（１） 地域特性及び周辺景観に配慮したデザイン，色彩及び構造形式とする。 
（２） 高架道路等については，橋桁と橋脚の総合的なデザインや圧迫感の軽

減に努めるなど配慮を行う。 

その他 
照明類，看板等の工作物は，周辺景観と調和したデザイン，色彩及び規模とし，

輻輳しないように配置する。 
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用語の解説 

 

あ行                                        

アイストップ 

 人の視線を受け止め，注意を引く対象。敷地単位では，特徴のある建築意匠やオブジェ，

巨大な樹木等が挙げられるが，地域の景観においては，建築物そのものがこれに該当する

こともある。 

アイレベル 

 人が立った時の目線の高さ。 

芦屋市住みよいまちづくり条例 

 平成１２年施行。住環境の維持，保全及び育成を目的とし，最低敷地面積や外壁後退距

離，新たに築造する道路や公園の基準などを定めているほか，事前協議の提出と各課協議

などを義務付けている。 

芦屋市都市景観条例 

 平成８年施行。景観法に先駆けて市の独自条例として，景観に係る内容や建築物の届出

について規定している。一定規模以上の大規模建築物については，景観アドバイザーによ

る協議や，景観認定審査会に関する規定等についても定めている。 

オープンスペース 

 敷地単位では建造物が存在しない空地部分を指す。道路際に設けることにより，公共部

における空間の広がりが感じられ，建築物の圧迫感を防ぐことができる。 

屋外広告物 

 屋外で公衆に表示されるもので，看板，はり紙，広告塔，広告板などを指す。 

屋外広告物条例 

 都道府県及び景観行政団体である市町村は，屋外広告物の制限や基準について，条例で

定めることができる。この場合，景観計画の内容に即して定めなければならない。 

か行                                        

景観アドバイザー 

 芦屋市都市景観条例に基づき，景観形成に関する基準や方針などに対し，指導及び助言

を行う。特に大規模建築物が計画される場合には，会議の形式により，事業主及び設計者

に対し，具体的な助言を行う。大学教授等の有識者５名が任命される。 

景観認定審査会 

 景観地区における大規模建築物の認定に際し，市が意見を聴くことができる附属機関。

大学教授等の有識者５名によって構成される。 

景観資源 

 景観を構成する複数の要素のうち，景観的に優れた建築物や工作物，構造物，樹木，河

川等を指す。 
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景観形成基本計画 

 芦屋市都市景観条例第４条に基づく，景観形成における基本理念と施策方向を示すとと

もに，施策の実現のための指針となる計画。市はこれを策定し，計画の内容に基づき景観

形成の施策を実施しなければならない。 

景観計画 

 景観法第８条に基づく地域における良好な景観の形成に関する計画。 

景観行政団体 

 都道府県，政令指定都市，中核市の他に，景観法の規定に基づく事務を処理する市町村

を指す。 

景観法 

 平成１６年施行。都市緑地法，屋外広告物法とあわせ，景観緑三法と呼ばれる。良好な

景観の形成により，国民生活の向上及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とす

る。 

景観軸 

 景観を構成する主要な要素のうち，河川や道路など線的な要素を指す。 

景観地区 

 景観法第６１条に基づき，市街地の良好な景観の形成を図るため，都市計画として決定

される地区。建築物の形態意匠の制限等を定めることができ，地区内における建築行為等

については，事前に計画の認定を取得しないと着手することができない。 

 本市においては，芦屋川沿岸部における芦屋川特別景観地区と，そこを除く市域全域に

おける芦屋景観地区の２種類が指定されている。 

近郊緑地保全区域 

 近畿圏の保全区域の整備に関する法律により，無秩序な市街化の防止や，文化財や緑地

や観光資源等の保全などを目的として指定されるもの。 

さ行                                        

衆目性 

 多くの人の見る目や観察の度合いを表す。 

視認性 

 目で見たときの確認のしやすさ。デザイン等の分野において，背景に対し色や形が際立

っていたりする度合いを表す。 

シンボルツリー 

 建築物や敷地を象徴するような巨大な高木や，樹形が特徴的な樹木のこと。 

市街化調整区域 

 市街化を抑制すべき区域。都市計画法によって建築及び開発行為が相当制限される。 

瀬戸内海国立公園特別地域 

 瀬戸内海国立公園の地域のうち，公園の風致や景観を維持するための地域。建築物や工

-68-



 
29 

 

作物の建築時において許可が必要となる。 

スカイライン 

空を背景として，都市の高層建築物や山岳の稜線などが描く輪郭線のこと。低層建築物

においては，勾配屋根等により，ある程度統一したほうが景観上良いとされる。 

セットバック 

 建築物を境界線から後退させること。また，建築物の上部を階段状に後退させ，通風や

採光を確保する手法を指すこともある。道路など公共空間からのセットバックは，景観へ

の配慮上有効とされることが多い。 

た行                                        

大規模建築物 

 第一種・第二種低層住居専用地域においては高さ８ｍ超かつ延べ面積５００㎡超，その

他の地域においては高さ１０ｍ超かつ延べ面積５００㎡超の建築物を指す。地域の景観に

及ぼす影響が大きいため，芦屋市都市景観条例に基づく協議が義務付けられている。 

地区計画（地区整備計画） 

 都市計画法第１２条の５に基づき，区域の特性にふさわしい整備や開発を行うための計

画。そのうち建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画を地区整備計画という。一般

的に，その他の都市計画による規制よりも厳しい規制が設けられることが多く，それによ

って地域の特性に応じたまちづくりを可能としている。本市では２１の地区において，地

区計画が定められている。 

定性基準 

 対象物の性質を定めるための意味・機能的概念。数値等で明確化することが困難。景観

法の運用においては，それらの基準に対する裁量的な判断も可能となっている。 

定量基準 

 対象物の分量を測定して定めるための数値的な概念。数値による明確化が可能であり，

客観的指標として意識の共有を図ることも容易。 

都市景観審議会 

 景観形成基本計画や景観計画，景観地区，景観重要建造物等，景観に係る重要施策を指

定又は決定する際に，市が意見を聴く附属機関。大学教授等の有識者，市民等１０名で構

成される。 

土地区画整理事業 

 土地区画整理法に基づき，道路，公園，河川等の公共施設を整備・改善し，土地の区画

を整え宅地の利用の増進を図る事業。公共施設が不十分な区域では，地権者からその権利

に応じて少しずつ土地を提供してもらい，道路・公園などの公共用地に充てる。 

は行                                        

配慮方針 

 大規模建築物が計画される個々の敷地ごとに作成され，その敷地が持つ景観特性をさら
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に細かく表したもの。 

ま行                                        

緑の基本計画 

 都市緑地法第４条に基づく緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画。まちの緑全般

についての将来のあるべき姿とそれを実現するための施策を表したもの。 

ミニ開発 

 宅地をさらに複数の狭小地に分割する無秩序な宅地開発のこと。道路の形状や幅員等が

十分でなく，防災性が低下するほか，既存の街並みが崩れるなど，地域の景観にも悪影響

をもたらすことがある。 

ら行                                        

ランドマーク 

 都市景観や田園風景において目印や象徴となる対象物。歴史的，文化的に価値のある建

造物，記念物，街並み，領域の境界を示す境界標などがある。 
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景観形成基本計画の改定及び景観計画の策定に係るスケジュール

平成26年 平成27年度
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 備考

●7/30原案説明 ●案説明

●8/27原案説明 ●諮問

9/25～10/24
●ホームページに掲載(9/15)

●1/1決定 ●4/1施行

●常任委員会でパブコメの説明（9/3）

●建設公営委員会でパブコメの結果報告(12/4) 

計画案の作成

都市景観審議会

都市計画審議会

計画案の修正

パブリックコメントの実施

議会関係

周知期間・施行

公共施設管理者同意協議

-
7
1
-



 

 

 

 

 

（白紙ページ） 
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    長長期期未未着着手手都都市市計計画画事事業業のの見見直直しし  

（（都都市市計計画画道道路路のの変変更更素素案案））ににつついいてて  

    

  

  

 （説明事項） 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 



１．都市計画道路の変更素案について 

 

（１）都市計画道路の整備状況 

  本市の都市計画道路は，55 路線，延長 52,830ｍが計画決定されています。これまで，

まちづくりの状況に合わせ整備を進めてきたところですが，現在の整備状況は，改良済

延長 43,350ｍ，概成済延長 1,520m，整備率は 84.9％となっています。 

 

（２）都市計画道路の課題 

  未整備の都市計画道路については，現況の課題および都市計画道路の役割や機能を踏

まえ，今後も必要な整備を図っていく必要があります。 

しかし一方，計画決定後，長期間事業化に至っていない道路では，長年にわたり土地

所有者の権利を制限してきており，その間の社会情勢などの変化により必要性自体の変

化が考えられることから，都市計画道路の見直しが全国的に進められています。 

 

（３）都市計画道路網の見直し 

このような背景から，兵庫県では，地域の交通特性，既成市街地の特性を踏まえた，

見直しの考え方を検討し，平成 23年 3月に「都市計画道路網見直しガイドライン」が取

りまとめられています。 

  本市においても，都市計画道路を取り巻く環境の変化から，道路網および整備の課題

等を踏まえ，都市計画道路網の見直しを実施いたしました。 

 

（４）見直し検証方法 

  未整備の都市計画道路について，「都市計画道路網見直しガイドライン」に基づき，道

路に求められる機能など客観的な評価項目，また地区固有の要素を踏まえ，兵庫県とと

もに必要性等の検証を行いました。 

 

（５）見直し検証結果（変更素案） 

  見直し検証の結果，都市計画道路について以下のように変更します。 

  ・鉄道沿東線 

   鉄道沿東線のうち，一部区間（西宮市境～宮川線，延長 920ｍ）を廃止。 

  ・駅前広場東線 

   駅前広場東線のうち，一部区間（宮川線～市道 153号線，延長 100ｍ）を廃止。 

  ・鉄道沿西線 

   鉄道沿西線のうち，一部区間（芦屋川左岸線～神戸市境，延長 760ｍ）を廃止。 

以上 3路線，延長 1,780ｍの区間を廃止。その他の路線については現計画を存続。 

  ※各路線毎の評価項目による検証結果および存続・廃止理由については別紙「評価結

果一覧」のとおり。 
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２．今後のスケジュールについて 

 

都市計画道路の変更素案について，パブリックコメント（市民意見募集）を実施し，

概ね以下の予定で都市計画の変更手続を進めていきます。 
 
 
                            ◆都市計画審議会（8 月 27 日） 
 
                               
 
 
                               
                            ◆都市計画審議会（１１月下旬） 
                               
 
 
                            ◆都市計画審議会（２月中旬） 
 
 
                           
 
 
                            ◆都市計画審議会 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付資料】 

［資料１］都市計画道路網見直しガイドライン ・・・・・・・・・・・・・P79 

［資料２］都市計画道路の変更素案についての市民意見募集（案）・・・・・P101 

［資料３］都市計画道路の変更素案について（概要版）・・・・・・・・・・P117 

 

 

都市計画変更素案の提示

市民からの意見聴取
（説明会・パブリックコメント）

都市計画変更案の提示

都市計画変更案の縦覧

都市計画変更案の諮問

都市計画変更決定

26 
年 
度 

27 
年 
度 

都市計画変更案の作成
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計画諸元 ②客観的な評価項目による機能評価，機能代替可能性の検証 ③市町の視点に基づく必要性の検証 ④整備・廃止形態の検討

告示
年月日

告示
年月日

計(m) 計(m) 計(m) 交通処理
自転車歩
行者ネッ
トワーク

通学路
観光アク
セス

駅周辺交
通環境改
善

景観向上
延焼遮断
機能

緊急避難
路への位
置付け

緊急車両
の走行性
向上

消防活動
の円滑化

路線バス
面整備の
計画

文化財や
景観に与
える影響
が懸念さ
れる

河川や鉄
道等に与
える影響
が懸念さ
れる

公共・公
益施設や
商店街等
に与える
影響が懸
念される

縦断線形
等道路構
造上の問
題を抱え
る

道路事業
で整備し
たもので
都市計画
決定とズ
レが生じ
ている

全体 S55.7.8 H13.10.23 65 4 1,430 1,170

1 65 4 260 主要幹線街路 ○ - - - - - - - - - - - なし あり ○ ○ ○ ○ - - - - - - - 存続妥当 存続

2 65 4 1,170 1,170 改良区間

全体 S54.12.21 H13.10.23 15 2 1,160 240

1 15 2 240 240 改良区間

2 15 2 540 補助幹線街路 - ○ - - - - - - - - - - あり なし - - - - - - - - - - - 廃止検討 廃止

3 15 2 380 補助幹線街路 - ○ - - - - - - - - - - あり なし - - - - - - - - - - - 廃止検討 廃止

全体 S21.5.6 H13.10.23 12 2 3,020 2,810 190

1 12 2 1,310 1,310 改良区間

2 12 2 140 140 補助幹線街路 - ○ - - - - - ○ - - - - あり なし - - ○ ○ - - - - - - - 存続妥当 存続

3 12 2 190 190 改良区間

4 12 2 50 50 補助幹線街路 - ○ - - - - - ○ - - - - あり なし - - ○ ○ - - - - - - - 存続妥当 存続

5 12 2 160 160 改良区間

6 12 2 20 補助幹線街路 - - - - - - - ○ - - - - なし なし - - ○ ○ - - - - - - - 存続妥当 存続

7 12 2 1,150 1,150 改良区間

全体 S21.5.6 H13.10.23 20 2 1,840 1,180

1 20 2 1,140 1,140 改良区間

2 20 2 180 補助幹線街路 - ○ ○ - - - - ○ - - - - なし あり - ○ - - ○ - - - - - - 存続妥当 存続

3-1 20 2 330 補助幹線街路 - ○ ○ - - - - ○ - - - - なし あり - ○ - - ○ - - - - - - 存続妥当 存続

3-2 20 2 150 補助幹線街路 - - - - - - - ○ - - - - なし なし - ○ - - ○ - - - - - - 存続妥当 存続

4 20 2 40 40 改良区間

全体 S21.8.15 H13.10.23 20 2 1,870 1,650

1 20 2 1,650 1,650 改良区間

2-1 20 2 100 補助幹線街路 - ○ ○ - - ○ △ △ - - - - なし あり - - ○ - ○ - - - - - - 存続妥当 存続

2-2 20 2 120 補助幹線街路 - ○ - - - ○ △ △ - - - - あり なし - - ○ ○ ○ - - - - - - 存続妥当 存続

全体 S21.8.15 H13.10.23 20 2 1,240 480 100

1 20 2 110 110 改良区間

2 20 2 110 100 補助幹線街路 - ○ ○ - - - △ - - - - - なし あり - - - ○ - - - - - - - 存続妥当 存続

3 20 2 370 370 改良区間

4 20 2 160 補助幹線街路 - ○ - - - - △ - - - - - なし あり - ○ - - ○ - - - - - - 存続妥当 存続

5 20 2 50 補助幹線街路 - - ○ - - - △ - - - - - あり なし - ○ - ○ ○ - - - - - - 存続妥当 存続

6 20 2 100 補助幹線街路 - ○ ○ - - - △ - - - - - なし あり - ○ - - ○ - - - - - - 存続妥当 存続

7 20 2 340 補助幹線街路 - ○ ○ - - - △ - - - - - なし あり - ○ - - ○ - - - - - - 存続妥当 存続

全体 S25.3.31 H13.10.23 20 2 670 160

1 20 2 340 補助幹線街路 - ○ ○ - - - △ - - - - - なし あり - ○ - ○ ○ - - - - - - 存続妥当 存続

2 20 2 170 補助幹線街路 - ○ ○ - - - △ - - - - - なし あり - ○ - - ○ - - - - - - 存続妥当 存続

3 20 2 160 160 改良区間

全体 S21.8.15 H13.10.23 20 2 1,180 930

1 20 2 930 930 改良区間

2 20 2 250 補助幹線街路 - ○ ○ - - - △ △ - - - - なし あり - - ○ - ○ - - - - - - 存続妥当 存続

都市計画道路　【見直し対象路線】　評価結果一覧

周辺道路の整備状況を踏まえた歩行者・自転車の安全な通行の確保の必要性，および路線の大部分が完成していること，
また山手幹線の開通により，機能性が向上しており，山手地域へのアクセス，および地域の安全性向上，都市の防災構造の強化に資する路線と考えられるため，現計画を存続します。

川西線

松浜線

川東線

芦屋中央線

周辺道路の整備状況を踏まえた歩行者・自転車の安全な通行路の必要性，および路線の大部分が完成しており，沿道のセットバックが進んでいること，
また市中心部より山手地域へのアクセス性向上，および都市の防災構造の強化に資する路線と考えられるため，現計画を存続します。

開発が進められている南芦屋浜地区において，今後の人口増加に伴い交通需要の増加が予測されることによる円滑な交通処理，
また阪神高速湾岸線ならびに既成市街地における東西主要道路を補完する路線としての機能が期待されるため，現計画を存続します。

湾岸側道1号線

当初決定では，既成市街地内の東西交通の円滑な処理および隣接市の都市計画道路に接続し，市内外のネットワークを形成する路線として決定したものですが，整備済区間との線形不整合による交通処理能力の低下，
また山手幹線の整備により路線機能の代替方策が一定確保されていることなどにより，必要性が低下したため，未整備区間について計画を廃止します。

概成済区間を含め，路線の大部分が完成しており，沿道のセットバックが進んでいること，
また防潮堤線より山麓線に至る地域環状軸として，南北方向の移動円滑化に重要な役割を担う路線と考えられるため，現計画を存続します。

周辺道路の整備状況を踏まえた歩行者・自転車の安全な通行路の必要性，および宮川線の混雑や，迂回経路となっている打出村踏切における課題の解消，
また防潮堤線より山麓線に至る地域環状軸として，南北方向の移動円滑化に重要な役割を担う路線と考えられるため，現計画を存続します。

周辺道路の整備状況を踏まえた歩行者・自転車の安全な通行路の必要性，
また山手線の整備と併せ，山手地域に至る良好な市街地の形成，および都市の防災構造の強化に資する路線と考えられるため，現計画を存続します。

周辺道路の整備状況を踏まえた歩行者・自転車の安全な通行路の必要性，
また南北軸を強化する路線として，芦屋川左岸線の交通処理を分担する機能が期待されること，および都市の防災構造の強化に資する路線と考えられるため，現計画を存続します。

稲荷山線

芦屋川左岸線

鉄道沿東線

備考

廃止が周
辺のまち
づくりや
プロジェ
クト等へ
の影響を
及ぼす

隣接して
並行する
道路へ混
雑影響を
及ぼす

既に大部
分が完成
している

沿道に
セット
バックし
ている建
物が多い

ネット
ワークと
しての連
続性に支
障がある

整備に対
する住民
要望が強
い

周辺地区に影響を及ぼす要素
道路整備に影響を
及ぼす要素

代替・補
完可能性
の有無

必要性の
有無

必要性を有しない路線における検証 必要性を有する路線における検証

廃止検討
路線，現
状では存
続が妥当
な路線

検討結果

概成済
区間延長

①交通機能 ②都市環境機能 ③防災機能
④収容空
間機能

⑤市街地
形成機能

①階層性分類

 計画延長
改良

区間延長

路  線  名

区
間
番
号

決定 最終変更

幅
　
員

車
線
数
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計画諸元 ②客観的な評価項目による機能評価，機能代替可能性の検証 ③市町の視点に基づく必要性の検証 ④整備・廃止形態の検討

告示
年月日

告示
年月日

計(m) 計(m) 計(m) 交通処理
自転車歩
行者ネッ
トワーク

通学路
観光アク
セス

駅周辺交
通環境改
善

景観向上
延焼遮断
機能

緊急避難
路への位
置付け

緊急車両
の走行性
向上

消防活動
の円滑化

路線バス
面整備の
計画

文化財や
景観に与
える影響
が懸念さ
れる

河川や鉄
道等に与
える影響
が懸念さ
れる

公共・公
益施設や
商店街等
に与える
影響が懸
念される

縦断線形
等道路構
造上の問
題を抱え
る

道路事業
で整備し
たもので
都市計画
決定とズ
レが生じ
ている

都市計画道路　【見直し対象路線】　評価結果一覧

備考

廃止が周
辺のまち
づくりや
プロジェ
クト等へ
の影響を
及ぼす

隣接して
並行する
道路へ混
雑影響を
及ぼす

既に大部
分が完成
している

沿道に
セット
バックし
ている建
物が多い

ネット
ワークと
しての連
続性に支
障がある

整備に対
する住民
要望が強
い

周辺地区に影響を及ぼす要素
道路整備に影響を
及ぼす要素

代替・補
完可能性
の有無

必要性の
有無

必要性を有しない路線における検証 必要性を有する路線における検証

廃止検討
路線，現
状では存
続が妥当
な路線

検討結果

概成済
区間延長

①交通機能 ②都市環境機能 ③防災機能
④収容空
間機能

⑤市街地
形成機能

①階層性分類

 計画延長
改良

区間延長

路  線  名

区
間
番
号

決定 最終変更

幅
　
員

車
線
数

全体 S21.8.15 H13.10.23 15 2 1,950

1 15 2 230 補助幹線街路 - - - - - - - - - - - - なし なし - - - - - - - - - - - 廃止検討 存続
前後区間（②及び西
宮市）の連続性

2 15 2 310 補助幹線街路 - ○ - - - - - - - - - - あり なし - - - ○ - - - - - - - 存続妥当 存続

3 15 2 440 補助幹線街路 - ○ ○ - - - - - - - - - なし あり - - - - - - - - - - - 存続妥当 存続

4 15 2 140 補助幹線街路 - ○ ○ - - - - - - - - - なし あり - - - - - - - - - - - 存続妥当 存続

5 15 2 540 補助幹線街路 - ○ ○ - - - - - - - - - なし あり - - - ○ - - - - - - - 存続妥当 存続

6 15 2 290 補助幹線街路 - ○ - - - - - - - - - - なし あり - - - ○ - - - - - - - 存続妥当 存続

全体 S30.3.31 H13.10.23 15 2 800 700

1 15 2 270 270 改良区間

2 15 2 100 補助幹線街路 - ○ ○ - - - - - - - - - なし あり - - ○ ○ - - - - - ○ - 廃止検討 廃止

3 15 2 430 430 改良区間

全体 S21.5.6 H13.10.23 15 2 1,170 410

1 15 2 410 410 改良区間

2 15 2 320 補助幹線街路 - - - - - - - - - - - - あり なし - - - - - - - - - - - 廃止検討 廃止

3 15 2 440 補助幹線街路 - - - - - - - - - - - - あり なし - - - - - - - - - - - 廃止検討 廃止

全体 S21.8.15 H13.10.23 15 2 2,370 1,120

1 15 2 1,120 1,120 改良区間

2 15 2 300 補助幹線街路 - ○ ○ - ○ - - △ - - - - なし あり ○ ○ - - ○ - - - - - - 存続妥当 存続

3 15 2 180 補助幹線街路 - - - - ○ - - △ ○ - - - なし なし ○ ○ - - ○ - - - - - - 存続妥当 存続

4 15 2 300 補助幹線街路 - - - - ○ - - △ ○ - - - なし なし - ○ - - ○ - - - - - - 存続妥当 存続

5 15 2 470 補助幹線街路 - - - - ○ - - △ ○ - - - なし なし - ○ - - ○ - - - - - - 存続妥当 存続

全体 S21.5.6 H13.10.23 15 2 650 560

1 15 2 560 560 改良区間

2 15 2 90 都市幹線街路 - ○ - - - - - - - - ○ - あり なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ 存続妥当 存続

全体 S21.5.6 H13.10.23 12 2 2,080 850 1,230

1 12 2 730 730 補助幹線街路 - ○ - - - - - - - - - - なし あり - - - ○ - - - - - - - 存続妥当 存続

2 12 2 310 310 改良区間

3 12 2 300 300 補助幹線街路 - ○ - - - - - - - - - - あり なし - - - ○ - - - - - - - 存続妥当 存続

4 12 2 210 210 改良区間

5 12 2 100 100 都市幹線街路 - ○ ○ - - - - - - - ○ - なし あり - - - ○ - - - - - - - 存続妥当 存続

6 12 2 330 330 改良区間

7 12 2 100 100 補助幹線街路 - ○ ○ - - - - - - - ○ - なし あり - - - ○ - - - - - - - 存続妥当 存続

全体 S29.3.31 H13.10.23 11 2 2,530 2,240

1 11 2 600 600 改良区間

2 11 2 290 補助幹線街路 - - - - - - - ○ - - - - なし なし - - ○ ○ - - - - - - - 存続妥当 存続

3 11 2 1,640 1,640 改良区間

路線の大部分が完成しており，沿道のセットバックが進んでいること，
また芦屋左岸線より稲荷山線に至る地域環状軸として，南北道路に接続し移動円滑化に重要な役割を担う路線と考えられるため，現計画を存続します。

芦屋山麓線

山手線

駅前線

鉄道沿西線

当初決定では，既成市街地内の東西交通の円滑な処理のため，駅前広場と稲荷山線を接続する道路として決定したものですが，整備済区間との線形および幅員の不整合により連続性が損なわれていること，
また路線の大部分が完成しているものの，所期の目的を達するための整備を実施することは，周辺道路，土地への影響が多大となることや，廃止によるネットワークへの影響が限定的と考えられることから，未整備区間について計画を廃止します。

駅前広場東線

周辺道路の整備状況を踏まえた歩行者・自転車の安全な通行路の必要性，および沿道のセットバックが進んでいること，
また隣接市の道路計画との整合，連続性を確保するため，現計画を存続します。

当初決定では，既成市街地内の東西交通の円滑な処理および隣接市の都市計画道路に接続し，市内外のネットワークを形成する路線として決定したものですが，整備済区間との線形不整合による交通処理能力の低下，
また山手幹線の整備により路線機能の代替方策が一定確保されたことなどにより，必要性が低下したことに加え，既に隣接市側においても接続する都市計画道路が廃止されていることから，未整備区間について計画を廃止します。

周辺道路の整備状況を踏まえた歩行者・自転車の安全な通行路の必要性，および良好な市街地の形成が図れ，地域の安全性向上に資する路線であること。
他の都市計画道路との接続し，市内道路のネットワークを形成することで，細街路の多い山手地域における移動円滑化に大きく寄与する路線であることから，現計画を存続します。

路線の大部分が完成しており，沿道のセットバックが進んでいること。
まちづくりの検討が進められているＪＲ芦屋駅南地区へのアクセス道路として集中的に発生する交通および駅利用者の安全かつ円滑な通行に資する路線であることから，現計画を存続します。

周辺道路の整備状況から見た歩行者・自転車の安全な通行路の必要性，
および概成済区間を含め，路線の大部分が完成しており，沿道のセットバックが進んでいることから，現計画を存続します。

芦屋川右岸線

大平線
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